
日
隆
聖
人
伝
資
料
の
一
考
察

―

聖
人
葬
送
記
事
と
第
三
七
日
忌
法
則
と
の
関
係

―

小

西

徹

龍

一

日
隆
聖
人
の
伝
記
に
関
わ
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
検
討
し
て
き
た
が
、
関
連
資
料
は
諸
所
に
散
在
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
り
、
未
だ
聖
人
に
関
す
る
資
料
が
全
て
蒐
集
整
理
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
伝
記
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
聖
人
滅
後
二
百
年
か
ら
三
百
年
以
上
の
時
を
経
て
編
纂
さ
れ
て
お
り
、
編
纂
す
る
た

め
の
材
料
と
な

っ
た
個
々
の
資
料
が
散
逸
し
て
不
明
な
現
在
に
お
い
て
は
、
伝
記
書
に
記
さ
れ
た
内
容
が
史
実
か
否
か
を
判
断
す
る
こ

と
も
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
偶
々
伝
記
書
に
記
さ
れ
た
内
容
を
傍
証
出
来
る
資
料
が
現
存
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の

一
つ
が
聖
人
の
直
弟
日
学
師
に

よ

っ
て
著
さ
れ
た

『
日
隆
聖
人
第
三
七
忌
法
則
』
（以
下

『法
則
』
と
略
す
）
で
あ
る
。
こ
の

『法
則
』
は
、
聖
人
滅
後
の
第
二
七
日
忌

法
要
の
際
に
霊
前
で
詠
ま
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
、
文
章
中
に
は
聖
人
の
入
滅
前
後
の
姿
や
聖
人
を
と
り
ま
く
周
囲
の
有
様
が
記
さ
れ

て
お
り
、
法
則
と
い
う
型
を
と

つ
た
文
章
で
あ
り
な
が
ら
も
、
聖
人
の
実
際
の
姿
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の

『法
則
』
を
と
り
あ
げ
て
、
伝
記
書
中
の
聖
人
の
御
臨
終
を
め
ぐ
る
記
事
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
伝
記
書
の
資
料

参
照
の
態
度
と
内
容
の
信
頼
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

桂
林
學
業
　
第
十
九
号
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既
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聖
人
の
伝
記
書
に
は
新
旧
二
つ
の
系
統
が
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
寛
文
八
年

（
一

六
六
八
）
成
立
と
さ
れ
る
浅
羽
三
右
衛
門
成
儀
に
よ
る
桃
井
氏
系
図
を
記
載
し
た
、
年
代
的
に
新
し
い
系
統
に
属
す
る
伝
記
書
群
の
方

が
、
同
系
図
を
記
載
し
て
い
な
い
旧
系
統
の
伝
記
書
よ
り
も
、
記
事
の
内
容
に
考
証
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
稿
で
は
、
新
系
統
の
も
と
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
日
寛
師
著

『開
祖
徳
行
記
』

（以
下

『寛
記
」
と
略
す
）
と
、
記
述
の
各
所

本
興
寺
に
伝
来
す
る
両
山
の
記
録
で
あ
る

『
両
山
歴
譜
』
の
四
種
の

い
て
は
繁
雑
で
は
あ
る
が
、
項
目
を
設
け
て
各
書
の
記
事
を
列
記
比

に
考
証
が
加
え
ら
れ
、
さ
ら
に

『寛
記
』
を
批
判
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
日
芳
師
著

『
日
隆
大
聖
人
御

一
代
徳
行
講
演
抄
』

（以
下

『講
演
抄
』
と
略
す
）
、
そ
し
て
後
の
成
立
で
あ
る
が
、
本
能
寺
、

伝
記
書
と

『法
則
』
と
の
比
較
を
行
う
。
そ
し
て
検
討
方
法
に
つ

較
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

聖
人
入
滅
後
、
第
二
七
日
忌
法
要
に
際
し
て
霊
前
で
奉
読
さ
れ
た
と
い
う
法
則
は
、
現
在

『
日
隆
聖
人
第
二
七
日
忌
法
則
』
と
題
し

て
翻
印
さ
れ
て
い
る
が
、
作
者
の
日
学
師
に
よ
る
原
資
料
は
伝
わ
ら
ず
、
寛
文
二
年

（
一
六
六
二
）
壬
寅
四
月
八
日
付
で
湛
永
に
よ

っ

て
筆
写
さ
れ
た
写
本
が
尼
崎
本
興
寺
に
格
護
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
写
本
に
は
巻
頭
に

『
日
隆
聖
人
第
三
七
日
忌
法
則
』
と
い
う
標
題
は

見
え
ず
、
「方
今
、
於
南
閻
浮
提
大
日
本
国
摂
津
州
営
庄
営
寺
之
梵
舎
」
と
い
う
本
文
で
始
ま
り
、
最
末
尾
に

寛
正
五
年
甲
申
二
月
十
二
日
　
作
者
常
住
院
日
学

寛
正
五
年
甲
申
二
月
十
五
日
　
八
講
会

寛
文
二
年
壬
寅
四
月
八
日
　
筆
写
湛
永

と
、
作
成
日
時
、
作
者
、
写
本
の
筆
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら
寛
正
五
年

（
一
四
六
四
）
二
月
十
二
日
に
日
学
師
に
よ

っ
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て
作
成
さ
れ
た
法
則
が
三
月
十
五
日
に
報
恩
の
為
の
法
華
八
講
の
講
会
が
開
か
れ
、
そ
の
席
上
で
聖
人
の
霊
前
に
奉
読
さ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
尚
こ
の
年
、
二
月
は
大
の
月
で
ぁ
り
、
三
月
十
五
日
は
二
月
二
十
五
日
の
聖
人
の
忌
日
よ
り
二
十

一
日
日
で
あ

つ
た
。

こ
の
法
則
に
は
標
題
は
無
い
が
、
文
中
に

「餞
先
師
三
七
日
之
法
味
」
「伏
惟
日
隆
大
聖
人
者
」
「先
師
三
七
之
光
陰
」
な
ど
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
聖
人
の
第
三
七
日
忌
法
要
の
為
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

内
容
は
、
聖
人
が
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
よ
り
数
え
て
門
流
九
祖
に
当
た
る
こ
と
、
二
月
二
十
五
日
の
臨
終
時
の
姿
、
二
十
九
日
の
葬
儀

か
ら
茶
毘
に
至
る
有
様
、
さ
ら
に
聖
人
の
人
柄
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、
聖
人
の
伝
記
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
重
要
な
資
料
の

一
つ
で

あ
る
が
、
現
在
本
興
寺
蔵
写
本
の
み
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
文
章
に
つ
い
て
は
考
証
出
来
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
し
か

し
、
聖
人
直
弟
に
よ
る
資
料
と
い
う
点
か
ら
は
、
伝
記
に
関
す
る
第

一
級
の
資
料
と
言
え
よ
う
。

三

『法
則
』
と
前
掲
伝
記
書
の
記
事
を
比
較
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
聖
人
の
容
態
悪
化
と
門
下

へ
の
通
知
　
口
臨
終
の
有
様
　
口
送

葬
の
有
様
　
四
荼
毘
後
の
収
骨
な
ど
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

０
　
聖
人
の
容
態
悪
化
と
門
下

へ
の
通
知
に
つ
い
て
見
る
と

『寛
記
』

同
朝
寛
正
五
甲申
師
八
十

一
歳
正
月
十
二
日
趣
二
千
京
本
能
寺
一同
二
月
五
日
下
向
　
同
十
二
日
遣
二都
部
之
門
弟
廻
文
一其
書
云
　
愚
老

今
年
者
可
レ
死
存
候
　
遂
二
対
面
一諸
事
申
談
別
者
没
後
之
弘
通
可
二申
渡
一候
条
可
レ有
二
参
詣
一等
．√
　
同
十
八
日
衆
徒
馳
二集
千
尼
崎
・

於
レ髪
師
以
■
一時
弘
法
三
大
秘
法
之
標
題
一末
世
濁
悪
之
衆
生
無
悪
不
造
之
愚
頑
之
得
悟
作
仏
者
限
二本
門
八
品
首
題
一深
旨
宣
示
実

又
示
云
我
営
二
不
レ越
レ
旬
帰
了
寂
　
至
二
千
没
後
一汝
輩
勿
レ廃
二学
問
弘
通
Ｌ
云

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察
　
―
聖
人
非
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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『講
演
抄
』

一
人
三
百
三
代
後
花
園
院
御
宇
　
賦
雲
踏
　
寛
正
三
年
甲
申
師
満
八
十
才
法
臓
七
十
又
九
師
面
畳
・一四
海
浪
一腰
張
二梓
弓
一満
八
旬
之
御

齢
故
　
去
霜
月
頃
ョリ
元
気
自
然
衰
尊
容
日
憔
悴
　
因
レ姦
近
隣
真
俗
不
レ召
馳
集
労
問
看
護
不
レ棄
二
昼
夜
一枚
々
　
一二
井
縁
起
正
月
十

二
日
御
上
京
而
二
月
五
日
尼
崎
還
．√
　
此
説
不
審
也

（中
略
）

一
同
二
月
初
旬
師
賜
二韓
帖
千
遠
近
之
四
衆
一云
不
恵
老
来
日
既
薄
二
西
山
一晨
不
レ寿
レタ
　
浮
生
允
無
レ頼
例
期
二在
日
対
顔
一粘
一一示
末

後
之
法
要
一諸
子
得
々
可
レ有
二
登
山
Ｌ
云

一
由
レ斯
同
中
旬
　
賊
斡
畝
　
遠
近
徒
弟
戴
髪
俗
士
等
各
会
二
尼
崎
本
山
一外
時
師
云
滅
度
日
近
今
告
・一永
訣
一以
二当
家
要
旨
一汝
等
謹
聞
二

我
是
後
之
説
一　
抑
仏
祖
的
博
之
正
旨
第
三
末
法
依
生
二
世
成
弁
之
大
饒
益
塔
中
別
付
之
秘
要
所
謂
涌
出
寿
量
説
顕
神
力
品
属
累
事

極
本
門
八
品
之
経
王
局
趣
宣
示
　
則
高
祖
師
当
二
御
身
一為
二御

一
期
大
事
一
（後
略
）

『
両
山
歴
譜
』
日
唱
本

寛
正
五
甲
申
、
師
年
八
十
、
眉
垂
二
八
字
ノ
霜
一　
頭
戴
■
更

雪ヽ
一元
気
自
然
衰
、
尊
容
日
憔
悴
、
雖
レ然
法
義
相
続
、
其
鋭
気
猶
盛
也
、

正
月
趣
・一京
本
能
寺
ヽ

一
一月
五
日
還
二本
興
寺
一　
十
二
日
遣
・一書
於
都
部
門
弟
Ｌ

其
文
日
、
愚
老
今
年

ハ
必
可
レ
死
、
依
レ
之
得
レ
面
、

親
談
二
没
後
弘
経
要
旨
一、
各
早
々
可
二
参
会

Ｌ
云
、
依
諸
弟
等
騒
動
、
参
二集
本
興
寺
ヽ

師
第
爾
告
日
　
末
法
宗
旨
三
大
秘
法
也
、
悪

人
下
種
八
品
玄
題
也
、
汝
等
勿
レ解
二道
学
一、
勿
レ廃
二弘
通
一、
本
寺
末
寺
不
レ超
二其
矩
Ｌ

老
日年
学
者
可
レ尊
可
レ仰
、
幼
年
愚
味
可
レ

憐
可
レ恵
、
其
余
任
二
汝
等
遺
言
一慇
懃
、
然
メ
起
臥
不
レ如
レ意
、
飲
食
進
レ
之
絶
不
レ食

『両
山
歴
譜
』
日
心
本

一
寛
正
五
甲
申
年
、
師
八
十
才
、
正
月
十
二
日
赴
二本
能
寺
Ｌ

一
一月
五
日
還
二本
興
寺
ヽ

出
二都
部
ノ
門
弟

二
回
文
ス

其
ノ
文
云
、

愚
老
今
年
者
将
死
間
夕
、
期
二
対
顔
ヽ

没
后
弘
経
之
要
ヲ
可
二申
渡
一条
、
不
日
二
可
レ有
二
参
詣
一等
√
　
同
二
月
十
八
日
諸
弟
馳
二参
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千
尼
崎
ヽ

於
愛
師
末
世
ノ
衆
生
二
世
成
弁
ノ
大
利
益
限
二本
門
八
品
之
深
旨
一趣
ヲ
宜
説
玉
ヘ
リ
ト
ダ
、
又
告
二徒
衆
一日
、
我
今
不
レ

越
レ旬
而
、
当
レ帰
二
寂
滅
Ｌ

没
后
汝
等
勿
レ解
二学
問
与
弘
通
Ｌ

此
外
遺
語
丁
寧
也
．√

以
上
の
伝
記
書
に
対
し
て

『法
則
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

先
師
聖
霊
去
黄
鐘
比
、
頭
累
・一六
十
年
之
霜
一欲
二命
葉
既
落
一額
畳
二
八
十
瀬
之
浪
一欲
一一無
常
早
侵
一受
レ飯
即
吐
、
嘗
レ甘
不
レ美
　
枝
頭

之
蝉
如
レ呑
レ露
　
少
水
之
魚
似
レ栖
レ滴
　
身
然
日
日
疲
痩
　
心
神
夜
夜
骸
衰

す
な
わ
ち
寛
正
四
年
十

一
月
頃
か
ら
聖
人
は
体
調
を
崩
さ
れ
食
事
も
受
け

つ
け
ら
れ
ず
、
身
体
の
衰
え
と
精
神
的
な
衰
え
も
日
立

っ

て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
聖
人
の
容
態
悪
化
を
門
下
に
通
知
し
た
と
い
う
記
述
は
見
え
な
い
。

『法
則
』
の
文
よ
り
前
掲
伝
記
書
の
記
事
を
見
る
と
、
『講
演
抄
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『寛
記
』
『
両
山
歴
譜
』
に
あ
る
聖
人
が

寛
正
五
年
正
月
十
二
日
か
ら
京
都
本
能
寺
に
赴
き
、
二
月
五
日
本
興
寺
に
帰
山
と
い
う
行
動
は
、
聖
人
の
体
調
を
想
像
す
る
と
首
肯
し

難
い
。
こ
れ
に
対
し
て

『講
演
抄
』
で
は
、
寛
正
五
年
初
の
こ
と
と
し
て

『法
則
』
の
文
章
を
も
と
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

但
し
全
て
の
伝
記
書
共
に
聖
人
が
入
滅
を
予
期
さ
れ
て
弟
子
信
者
を
召
集
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『寛
記
』
の
記
述

に
可
能
性
を
認
め
た
後
者
の
伝
記
書
が
従

っ
た
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
両
山
の
貫
首
が
記
し
た

『両
山
歴
譜
』
に
も
、
『寛
記
』
が
参

照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

国
　
聖
人
の
臨
終
の
有
様
に
つ
い
て
見
る
と

『寛
記
』

則
自
二
十
四
日
映
時
一向
二
大
曼
茶
羅
一備
二香
華
燈
明
一以
二北
面
一端
座
　
至
二
千
二
十
五
日
辰
刻
一誦
二於
要
品
一　
衆
徒
倶
誦
　
至
二神
力

品
偶
於
如
来
滅
後
句
一而
師
自
撃
レ磐
而
緩
誦
決
定
無
有
疑
句
党
而
始
二
題
目
一　
暫
時
口
唱
永
絶
二
唱
音
・奄
然
而
化
夫
　
数
百
之
弟
子

無
レ長
無
レ
少
同
滴
二悲
歎
之
滑
一而
以
成
レ
川
焉
　
群
集
之
檀
越
無
レ貴
無
レ賎
斉
発
二慟
哭
之
声
一而
以
為
準
田
焉
　
帰
雁
黄
鳥
催
二於
別
離

口
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察

―
聖
人
非
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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之
声
・　
桜
梅
桃
李
顕
二於
哀
恋
之
色
一　
憫
声
乾
乾
而
憂
涙
漣
々
　
読
誦
唱
題
響
二於
天
地
一　
備
二滅
後
之
供
養
一焉
　
嵯
呼
痛
哉
　
智

燈
消
恵
日
没
長
夜
是
可
レ悲
臭
　
凡
聖
雖
レ殊
生
者
必
滅
　
釈
尊
己
示
レ生
現
レ滅
　
何
況
其
余
乎
　
但
覚
然
利
生
随
レ機
応
レ俗
　
既
日
二

現
生
一焉
　
缶
ぎ
不
滅
一機
興
即
生
　
故
暫
感
二
忍
土
之
生
一　
縁
謝
即
滅
故
椴
示
二
遷
化
相
一臭
　
無
常
示
勧
レ常
倶
時
相
即
之
妙
益
　
證
二

不
滅
・唱
レ滅

一
念
寂
照
之
勝
用
臭
　
御
廟
地
自
二
旧
地
本
興
寺
西
垣
靖
外
■

町
余
　
有
二梅
之
水
旧
跡
大
井
並
梅
古
木
一　
従
レ夫

一
町

余
西
　
号
二烏
戸
一　
有
二陵
地
一　
是
処
師
葬
煙
之
地
也
　
今
本
興
寺

一
町
東
南
北
侍
屋
而
裏
南
宮
町
通
也
　
同
二
十
七
日
哺
時
入
棺

日
明
日
禎
勤
レ之

『講
演
抄
』

一
同
二
十
四
日
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
ハ
剃
二髪
髪
一香
湯
沐
浴
□
身
浄
衣
シ
テ
侍
僧
大
曼
茶
羅
掛
　
描
香
粘
燭
奉
レ花
而
後

ニ
ヨ
リ
カ
ゝ
ラ
セ
玉

ヒ
テ
播
二念
珠
一誦
経
唱
題
絡
素
和
レ之
　
土見
夜
不
レ
已
参
々
綿
々
タ
リ

（中
略
）

一
正
明
レ
バ
十
五
日
佛
暁
師
端
座
直
向
レ東

一
合
二
双
掌
一奉
レ拝
二本
尊
一日
不
二暫
捨
一　
千
レ時
漏
参
報
二食
時
一　
師
打
レ磐
自
始
二要
品
・

衆
徒
同
音
読
誦
　
神
力
品
偶
頌
於
如
来
滅
後
句
至
打
レ磐
緩
誦
　
経
畢
四
衆
同
音

一
唱

一
涙
首
題
唱
御
臨
終
奉
レ
待
　
御
唇
暫
動
恰

如
レ
入
二禅
定
一即
帰
二
寂
滅
一也
　
南
無
妙
法
蓮
ケ
経
　
実
是
寛
正
五
年
甲
申
二
月
廿
五
日
辰

一
天
候
也

一
誠
受
〓多
日
撫
育
恵
一少
年
仰
レ
天
悲
琥
　
預
二数
年
教
誡
慈
一老
宿
伏
レ
地
悶
乱
　
思
余
或
戴
レ
足
含
レ憾
　
或
採
レ
手
咽
レ嘆
　
或
有
レ嘘
二

残
薬
・　
或
有
レ纏
二
故
会

一　
又
仰
二済
度
・信
女
自
人
「仲
二
誰
供
了
甘
　
蒙
二愛
憐
・信
男
自
レ今
仲
二
誰
救
じ
我
　
□
大
衆
雖
三
誦
レ経

立
・一臥
床
前
後
一　
而
口
不
三
再
弾
二法
音
之
舌
一　
檀
越
雖
三博
レ哀
邊
二慈
悲
内
外
一　
額
下
不
二
更
動
二
恩
光
之
眸
一　
親
疎
数
々
愁
歎

遠
近
増
々
憂
悩
　
一展
傷
涙
如
レ
雨
　
働
哭
撃
似
摯
田鳴
一　
此
涙
湛
二跛
提
河
一　
此
思
傷
二
双
林
霞
一　
於
戯
八
旬
聖
齢
二
月
唱
滅
恰
等
二

如
来
入
涅
槃
・

一
ア
ゝ
痛
哉
　
智
灯
永
消
恵
日
忽
没
長
夜
真
可
レ悲
　
ア
ゝ
哀
哉
　
帰
雁
黄
鳥
催
二
別
離
声
一　
桜
梅
桃
李
顕
・一哀
恋
色
一　
千
レ時
諸
弟
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読
誦
経
声
天
地
驚
　
首
題
口
唱
昼
夜
不
レ
已
参
々
連
々
タ
リ

一
サ
テ
シ
モ
ア
ラ
サ
レ
ハ
諸
子
議
レ
別
二葬
儀
一自
二
十
六
日
一至
二
廿
八
日
一恋
二
平
生
御
顔
一以
二
廿
九
日
一所
レ定
二遺
葬
良
辰
・

一
十
七
日
哺
時
ナ
ク
ナ
ク
造
二
板
廓
一御
入
棺
式
修
両
寺
御
山
主
日
明
日
禎
御
両
聖
勤
レ
之

『両
山
歴
譜
』
日
唱
本

漸
十
四
日
黄
昏
向
二
大
曼
荼
羅
ヽ

供
二香
花

。
燈
明
ヽ

然
頭
北
面
西
右
脇
臥
、
二
十
五
日
辰
刻
北
面
端
坐
、
拝
レ之
自
二始
要
品
一衆
徒

倶
誦
、
至
二
神
力
品
於
如
来
滅
後
ノ
句
ヽ

師
撃
レ磐
而
緩
誦
、
決
定
無
有
疑
、
句
寛
唱
題
、
暫
時
永
絶
レ声
、
安
然
如
レ
睡
入
レ寂
実
、

千
時
法
臓
七
十

一
、
数
百
之
弟
子
無
レ長
無
レ
少
悲
歎
涙
為
レ
川
、
群
集
之
檀
越
無
Ｌ
貝
無
レ
賎
慟
哭
声
似
準
田
呼
痛
哉
、
知
灯
早
消
、
恵

日
永
隠
、
長
夜
是
可
レ悲
、
二
十
七
日
哺
時
入
棺
、
日
明

。
日
禎
役
レ
之

『両
山
歴
譜
』
日
心
本

同
二
月
廿
五
日
辰
刻
誦
二
要
品
一衆
徒
モ
同
音

二
誦
ス
、
神
力
品
偶
、
於
如
来
滅
后
之
句
、
師
自
ラ
打
レ馨
而
緩
誦
ス
、
経
己
テ
唱
二題

目
二

数
十
遍
ノ
間

二
唱
音
永
絶

へ
晏
然
ト
メ
化
シ
給

ヘ
リ
、
諸
弟
愁
涙
如
レ
雨
、
諸
旦
哭
声
似
皐
田
一√
、
鳴
呼
悲
哉
、
示
一一無
常
一、
勧

レ常
、
供
時
相
即
之
妙
益
、
證
二
不
滅
Ｌ

唱
レ滅
、　
一
念
寂
照
之
勝
用
也
、
同
二
月
十
七
日
入
棺
、
日
明

。
日
禎
勤
レ
之

以
上
の
伝
記
書
に
対
し
て

『法
則
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

不
Ｌ
学
終
焉
之
剋
ヽ

起
レ席
向
レ東
　
播
レ珠
合
レ
掌
拝
二
本
尊
一日
不
二暫
捨
Ｌ

千
時
給
侍
之
沙
弥
悼
含
二蘇
香
ス

盆
怒
忽
吐
レ
之
、
園

寂
之
御
眸
之
底
、
顕
二白
眼
色
Ｌ

開
レ掌
握
レ
手
瞑
二
延
命
之
志
愚
Ｌ

如
二魯
孔
子
没
レ病
疎
了
祷
、
如
二漢
高
祖
臨
レ死
厭
τ
薬
、
然
後
、

絡
素
同
音
唱
二首
題
一奉
レ待
二
臨
終
Ｌ
御
唇
暫
動
如
レ
入
二
禅
定
一即
坂
二寂
滅
■
千
時
、
受
二多
日
撫
育
之
悲
一少
年
　
叫
二烏
軋
一失
レ息
、

預
二
数
年
教
誡
之
慈
一老
宿
、
響
二驚
呼
一伏
レ地
、
或
戴
レ
足
含
レ憾
、
或
採
レ
手
咽
レ嘆
、
或
有
レ嘘
二
残
薬
一　
或
有
レ纏
二
故
会
一　
仰
二済

度
・信
女
自
矢
「
憂
二
誰
供
了
甘
、
蒙
二
愛
憐
一信
男
自
人
「
呼
二
誰
救
了
我
、
作
務
載
レ情
牧
童
荷
レ哀
、
低
頭
悶
絶
拍
レ手
不
曇
面
、
此
涙
湛
二

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察
　
―
聖
人
非
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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跛
提
河
ヽ

此
思
傷
二雙
林
霞
一
（中
略
）
自
二爽
鐘
中
旬
之
此
ヽ

霧
雨
森
々
下
、
数
日
不
レ
見
塾
目
天
ス

然
念
五
朝
御
閉
眼
之
刻
、
日

光
分
レ
雨
赫
然
入
二室
内
Ｌ

琲
跡
照
二尊
容
Ｌ

諸
人
成
二奇
異
之
思
ヽ

悲
嘆
添
二感
涙
Ｌ

（中
略
）
漸
雲
散
気
香
終
日
刷
二葬
務
Ｌ

自
二

念
六
・至
二念
八
一恋
二
平
生
之
御
顔
■

以
二念
九
一所
レ定
二送
葬
之
良
辰
ヽ

中
三
日
如
レ
元
咽
霞
覆
二
九
重
間
ヽ

雨
啓
於
哀
傷
之
悼
、
是

故
道
路
作
二
泥
土
一宅
非
レ湛
葉
田
水
■

然
則
諸
人
嘆
二葬
儀
之
喜
景
相
近
一、
恨
レ
雨
恨
レ
天

さ
て

『法
則
』
に
よ
れ
ば
、
文
中
に

「念
五
朝
御
閉
眼
之
刻
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
聖
人
の
入
滅
は
二
月
二
十
五
日
の
午
前

（時
刻

は
不
明
）
と
思
わ
れ
る
が
、
臨
終
を
予
期
し
た
聖
人
は
床
を
離
れ
御
本
尊
に
向

っ
て
端
座
し
念
珠
を
播

っ
て
合
掌
さ
れ
た
。
給
仕
の
沙

弥
が
あ
わ
て
て
聖
人
の
口
に
薬
を
含
ま
せ
た
が
、
嫌
わ
れ
て
吐
き
出
し
延
命
の
無
用
な
こ
と
を
諭
さ
れ
た
。
そ
し
て
門
弟
信
徒
が
御
題

目
を
唱
え
る
中
で
入
滅
さ
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
周
囲
の
状
況
が
眼
前
に
浮
か
ぶ
よ
う
な
文
章
で
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
二

月
中
旬
よ
り
降
り
続
い
た
雨
は
、
二
十
五
日
の
朝
に
な

っ
て
止
み
、
日
光
が
聖
人
の
顔
を
照
ら
し
た
が
、
聖
人
と
門
弟
信
者
と
の
別
れ

の
日
と
定
め
た
二
十
六
日
か
ら
二
十
八
日
ま
で
は
再
び
雨
が
降
り
続
い
た
と
い
う
。

こ
の

『法
則
』
と
前
記
の
伝
記
書
を
比
較
す
る
と
、
『寛
記
』
で
は
、
二
十
四
日
の
日
が
傾
く
頃
よ
り
御
本
尊
に
向

っ
て
端
座
さ
れ
、

二
十
五
日
午
前
八
時
に
至
っ
て
法
華
経
要
品
を
誦
し
、
神
力
品
偶
の
後
の
唱
題
中
に
入
滅
さ
れ
た
と
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
後
の
様
子
と

し
て

「数
百
之
弟
子
無
レ
長
無
レ
少
同
滴
二悲
歎
之
溜
一而
以
成
レ
川
焉
、
群
集
之
檀
越
無
Ｌ
貝
無
レ賎
斉
発
二慟
哭
之
声
一而
以
為
皐
ど

と
記

し
て
い
る
が
、
『法
則
』
に
比
べ
て
形
式
的
な
表
現
で
あ
る
。

『講
演
抄
』
で
は
、
二
十
四
日
に
聖
人
は
衆
髪
を
剃
り
沐
浴
後
浄
衣
を
着
て
大
曼
荼
羅
に
向
い
、
門
弟
信
者
と
共
に
誦
経
唱
題
さ
れ

た
が
、
二
十
五
日
の
暁
に
至
り
御
本
尊
に
向
い
端
座
合
掌
さ
れ
要
品
読
誦
唱
題
の
後
、
午
前
八
時
に
入
滅
さ
れ
た
と
あ

つ
て
、
一則
の
『寛

記
』
よ
り
は
具
体
的
な
記
述
で
あ
る
。
そ
の
後
の
周
囲
の
様
子
に
つ
い
て
、
「受
二多
日
撫
育
恵
一少
年
、
預
二数
年
教
誡
慈
一老
宿
伏
レ地
、

或
戴
レ
足
含
レ憾
、
或
採
レ
手
咽
レ嘆
、
或
有
レ嘘
三
残
薬
二

或
有
レ
纏
二故
会
ヽ

仰
三済
度
一信
女
自
人
「
仲
二
誰
供
Ｊ
甘
、
蒙
二愛
憐
一信
男
自
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レ今
呼
二
誰
救
Ｊ
我
、
…
…
此
涙
湛
二跛
提
河
一、
此
思
傷
二
双
林
霞
こ

の
部
分
は
全
く

『法
則
』
と
同
文
で
、
日
芳
師
が

『法
則
』
を
参

照
し
て

『講
演
抄
』
の
文
を
記
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

『両
山
歴
譜
』
は
二
本
と
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
『法
則
』
と
比
べ
た
時
に
は
形
式
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

口
　
葬
儀
の
有
様
に
つ
い
て
見
る
と

『寛
記
』

同
二
十
九
日
午
之
刻
荼
毘
、
諸
門
弟
等
勤
■
一七
日
之
法
事
一粗
退
散
実
、
葬
送
役
者
次
第
、
妙
蓮
寺
貫
首
日
應
記
レ之

四
門

（中
略
）

一
番
大
矩
　
妙
信
　
一
一番
行
器
　
法
園
　
一二
番
大
幡
　
慶
乗
　
四
番
小
幡
　
林
田純
暴

五
番
大
宝
華
　
材
難
　
エハ
番
小
矩
　
材
攀
規
臨
謀
赦
嘩
競
嫌
類

七
番
御
骨
箱
　
日
善
　
深
園
　
日
深
　
日
純

八
番
三
具
足
　
燭
台
　
日
園
　
香
炉
　
日
詳
　
華
瓶
　
実
祐
　
九
番
御
位
牌
　
本
成
院
日
浄
　
十
番
　
善
縄
　
御
寺
主

十

一
番
挑
燈
　
ユ削
　
構
墨
　
後
　
材
麟

右
　
園
光
坊
　
大
乗
坊
　
鏡
像
院
　
慶
隆
坊
　
成
乗
坊
　
ユ則
　
勝
運
院
　
日
恩

右
常
林
坊
　
勝
林
坊
　
宝
光
坊
　
本
因
坊
　
乗
輪
坊

十
二
番
御
輿左
金
山
坊
　
妙
光
院
　
正
法
院
　
林
泉
坊
　
園
乗
坊

左
　
久
成
院
　
金
剛
院

　
一
乗
坊
　
常
園
坊
　
鏡
林
坊
　
後
　
園
乗
坊
　
智
鏡

十
二
番
天
蓋
　
常
住
院
日
学
　
十
四
番
草
軽
　
実
隆
坊
　
十
五
番
鉢
　
祐
黒
　
銑
　
妨
巖

日
隆
聖
人
伝
奇
料

の
一
考
察
　
―
聖
人
葬
４
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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『講
演
抄
』

一
御
葬
式
廿
九
日
午
刻
　
凶
礼
場
処
者
旧
地
本
興
寺
今
城
北
也
　
西
大
門
三
町
西
当
梅
水
旧
跡
大
井
井
梅
古
木
有
レ
之
　
徒
レ夫

一
町
西

名
二烏
戸
一有
二陵
地
一　
此
処
師
葬
煙
之
地
也
　
今
本
興
寺
巽
方
三
町
計
ア
テ
侍
屋
敷
角
妙
光
寺
云
所
西
本
願
寺
派
道
場
ア
リ
　
此
処

正
シ
ク
昔
墓
所
也
　
此
地

ニ
テ
師
奉
二茶
毘
一也
　
コ
コ
ニ
カ
リ
ヤ
ヲ
マ
ウ
ケ
四
門
ヲ
シ
ツ
ラ
ヒ
テ
其
式
丁
寧
尽
セ
リ

一
廿
九
日
正
午
　
数
百
弟
子
無
レ老
無
レ
少
　
群
集
男
女
無
Ｌ
貝
無
レ賎
　
同
ナ
ク
ナ
ク
奉
二供
奉
一　
就
中
師
預
於
二都
部
間
一　
各
構
■

門

本
院
一仰
二
両
本
山
一　
分
二本
化
遺
弟
骨
肉
二
人
法
頭
一　
為
二法
身
比
翼
一　
為
二白
牛
両
輪
一　
其
御

一
人
者
為
二唱
導
師
一唱
二
要
法
一導
レ

ユ則
　
是
京
山
日
明
上
人
也
　
今
御

一
人
者
纏
・一善
索
一咽
二悲
涙
一送
レ之
　
是
尼
崎
御
山
主
日
禎
上
人
也
　
両
弟
御
歎
色
殊
切
　
見
聞
呑
レ

息
　
二貝
賎
湿
レ袂
有
様
也
　
其
外
指
二
天
蓋
一荷
レ棺
捧
二香
華
一負
二祭
器
一　
此
皆
為
二僧
侶
之
勤
役
一　
改
二花
袖
一着
二藤
衣
一　
替
二綾
夢
・

縛
二
喪
服
一　
此
等
為
二
男
女
服
衆
質
一
（中
略
）

一
視
夫
玉
輿
輝
二
陽
色
一宝
花
柔
二
風
光
一　
人
々
業
各
々
粧
　
征
げ
不
レ場
二孝
儀
一　
遠
近
集
信
謗
来
　
征
げ
不
矢
Ｆ
双
掌
一　
去
程
僧
俗
男

女
数
万
人
人
々
会
集
　
吐
々
奉
レ送
二即
是
道
場
林
野
一　
調
二銑
鍍
一唱
二伽
陀
一　
遠
二宅
兆
一案
一一玉
棺
一　
而
凶
礼
式
詑
ヌ
レ
バ
茶
毘
シ

上
ラ
ン
ト
玉
棺
二奉
レ然
レ
火
　
聖
容
忽
昇
二
栴
檀
煙
・尊
容
迫
易
二春
陽
霞
一也

旧
説

二
導
師

ハ
妙
蓮
寺
応
師
　
茶
毘
所
三
井
卜
云
ヘ
ル
　
各
々
失
錯
也

『両
山
歴
譜
』
日
唱
本

二
十
九
日
午
刻
謹
茶
毘
、
諸
弟
為
二
伍
随
Ｌ

男
女
捧
レ供
泣
遣
、
帰
雁
黄
鳥
催
二
別
離
声
Ｌ

桜
梅
桃
李
顕
・一哀
恋
色

・

『両
山
歴
譜
』
日
心
本

同
廿
八
日
午
刻
茶
毘
、
諸
弟

。
老
若
最
期
葬
式
之
供
養
甚
夕
丁
重
也
、
委

ハ
如
二
別
記
ヽ
　
一
説
日
、
荼
毘
所
三
井
本
厳
寺
也
卜
、
又

日
、
妙
蓮
寺
日
応
僧
正
為
二導
師
Ｌ
云
、
云
二
寺
主
上
人
一是
也
ト
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以
上
の
伝
記
書
に
対
し
て

『法
則
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

念
九
暁
、
玄
天
卒
晴
、
星
斗
列
帳
、
青
陽
潤
レ照
、
（中
略
）
於
二華
洛
柳
営
一各
構
■

門
之
本
院
Ｌ

分
二本
化
遺
弟
之
骨
肉
於
二
人
之

法
頭
一　
鶯
二尊
霊
法
身
之
比
翼
Ｌ

鶯
二
白
牛
運
載
之
両
輪
Ｌ
　
一
人
鶯
二
唱
導
一歌
二
要
法
一呻
レ
隔
、　
一
人
纏
二
膳
綱
一咽
二悲
涙
一送
レ
之
、

両
弟
御
嘆
色
殊
切
、
見
聞
呑
レ息
、
貴
賎
湿
レ袂
、
其
外
指
レ蓋
荷
レ棺
捧
二香
華
一負
二笠
賞
一　
此
皆
鶯
二僧
侶
之
勤
役
一　
改
二華
袖
一着
二

藤
衣
ヽ
替
二綾
羅
一縛
・一衰
麻
Ｌ
此
等
鶯
二
男
女
服
衆
質
■

玉
輿
耀
二
陽
色
ヽ
宝
華
霙
二
風
光
二

人
々
業
各
々
粧
、
無
レ
不
レ
場
二孝
儀
Ｌ

選
述
集
信
謗
来
、
無
レ
不
人
口
・一雙
掌
Ｌ

泣
奉
二送
即
是
道
場
之
林
野
Ｌ

調
二鏡
鍍
一唱
二
伽
陀
一遠
二
宅
兆
一案
・一玉
棺

、
法
性
智
火
熾
焼
二

無
明
薪
ム

清
涼
之
梵
風
扇
掃
二
生
死
之
塵
・

以
上
の
聖
人
の
送
葬
の
情
景
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
『寛
記
』
は
、
二
十
九
日
午
の
時
に
荼
毘
に
さ
れ
た
と
あ
る
の
み
で
詳
し
い
記

述
は
な
い
が
、
茶
毘
所
ま
で
の
葬
列
に
つ
い
て
は
、
役
目
に
従
事
し
た
人
物
の
名
ま
で
記
載
し
た
詳
細
な
記
事
が
見
ら
れ
る
。

『両
山
歴
譜
』
は
両
本
と
も
聖
人
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
但
、
日
心
本
は
葬
儀
の
日
を
二
十
八
日
と
し

て
お
り
、
こ
の
点
が
他
の
諸
師
の
記
述
と
違

っ
て
い
る
。
『法
則
』
に
も
二
十
九
日
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
心
師
の
記
述
の
誤
り
と
思
わ

れ
る
。

『講
演
抄
』
は
、
茶
毘
所
の
位
置
を
考
証
し
た
後
で
、
茶
毘
所
に
向
う
葬
列
の
有
様
を
記
し
て
い
る
が
、
文
中
の
大
部
分
は

『法
則
』

と
同
文
で
あ
り
、
日
芳
師
が

『法
則
』
を
参
照
し
引
用
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
尚
、
日
芳
師
は
、
葬
儀
の
導
師
が
妙
蓮
寺
日
応

師
と
の
説
を
批
判
し
、
当
日
の
導
師
は
本
能
寺
日
明
師
、
喪
主
は
本
興
寺
日
禎
師
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『法
則
』
に

於
二華
洛
柳
営
一各
構

一
門
之
本
院
一　
分
二
本
化
遺
弟
之
骨
肉
於
二
人
之
法
頭
一　
鶯
二尊
霊
法
身
之
比
翼
■
鶯
二白
牛
運
載
之
両
輪
・

一
人
鶯
二
唱
導
一歌
二
要
法
一呻
レ
隋
　
一
人
纏
一≧
中綱
一咽
二悲
涙
一送
レ
之

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察
　
―
聖
人
葬
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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と
あ
る
こ
と
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

『寛
記
』
に
見
え
る
葬
列
の
参
加
者
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
葬
列
に

つ
い
て

『法
則
』
に
は

「此
皆
為
二僧
侶
之
勤
役
こ

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
人
物
と
勤
役
の
内
容
が
事
実
を
伝
え
て
い

る
と
し
て
、
そ
の
参
列
者
は
僧
侶
と
考
え
た
い
が
、
記
さ
れ
た
人
物
の
経
歴
を
明
ら
か
に
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
。

葬
列
を
構
成
し
諸
役
に
従
事
し
た
人
数
は
合
計
五
十
九
名
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
聖
人
の
門
下
と
し
て
近
侍
し
た
者
で
あ
ろ
う
。
た

だ
中
に
は
亀
寿
丸
ら
八
名
の
稚
児
が
い
る
が
、
後
に
牛
窓
本
蓮
寺
の
住
職
と
な

っ
た
日
澄
師
が

「童
子
愛
千
代
丸
」
と
い
う
名
で
聖
人

よ
り
曼
茶
羅
本
尊
を
授
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
彼
等
も
い
ず
れ
僧
侶
と
成
る
た
め
の
修
行
を
し
て
い
た
者
と
考
え
た
い
。

四
　
荼
毘
後
の
様
子
を
見
る
と

『寛
記
』

尊
容
忽
昇
三栴
檀
之
煙
一給
、
此
日
之
酉
戌
之
中
間
　
御
取
骨
在
之
其
然
耳

『講
演
抄
』

一
同
廿
九
日
酉
刻
僧
俗
同
時
奉
レ拾
二御
遺
骨
一　
御
骨
正
尽
キ
ヌ
レ
ハ
或
取
レ炭
掴
レ
灰
　
或
空
レ
手
有
レ
憂
　
或
臨
二
火
坑
・有
レ恨
　
僧
侶

哀
分
Ｌ
印
檀
越
歎
サ

マ
ヲ
カ
ヘ
タ
リ
　
扱
御
舎
利
収
二宝
瓶
・　
而
帰
二本
院
一似
設
二浄
壇
・奉
レ
祀
レ之
　
夫
ヨ
リ
シ
テ
日
々
脆
二牌
前
一凝
二

存
在
拝
面
観
一夜
々
入
二堂
中
一　
専
二住
世
供
給
念
一追
考
作
善
御
供
養
無
レ怠
　
唯
報
恩
謝
徳
御
手
向
耳
也

一
無
ン程
三
七
日
御
忌
ナ
リ
ケ
レ
ハ
開
祖
御

一
代
御
徳
行
　
御
遷
化
至
造
次
第
法
則
綴
　
報
謝

一
端
奉
レ備
認
レ之
　
而
妙
経
八
講
会
修
遠

近
真
俗

一
同
丁
重
御
追
福
営
奉
也
　
他
来
僧
衆
檀
越
三
七
日
　
賜
レ
暇
各
々
退
山
　
ｏ
法
則
者
日
学
上
人
御
作
文
也

『両
山
歴
譜
』
日
唱
本

是
日
酉
戌
刻
取
二
収
遺
骨
ヽ

納
二宝
瓶
■

然
諸
弟
子
滅
後
供
給
鄭
重
勤
レ
之
、
第
二
日
粗
退
散
、
縁
起
云
、
善
縄
御
寺
主
、
又
云
、
葬

送
役
者
次
第
妙
蓮
寺
貫
首
日
応
記
レ
之
文
　
爾

ハ
此
時
導
師

ハ
日
応
僧
正
√
　
然

二
存

。
道
両
師
為
二
彼
寺
嗣
法

否̈
諄
論
、
両
門
成
二
不
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快
ム

然

二
師
滅
後
当
二第
三
年
、

学
公

。
忠
公
和
談
、
訴
二
門
主
一　
為
■
一師
於
歴
祖
一　
此
時
始
両
門
和
、
若
爾
ハ
師
葬
式
時
応
公

出
席
未
レ審
、
但
諄
論
格
別
大
事
故
、
下
向
出
席
乎

『両
山
歴
譜
』
日
心
本

是
日
酉
刻
取
・一舎
利
一　
収
二宝
瓶
一　
諸
弟
勤
行
昼
夜
無
二怠
慢
一　
但
シ
他
所
来
衆
至
Ｌ
一七
日
一而
還
二帰
各
寺
・

以
上
の
伝
記
書
に
対
し
て

『法
則
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

爾
時
僧
俗
同
事
奉
レ
拾
二遺
骨
一御
骨
正
蓋
或
取
レ炭
或
掴
レ
灰
、
或
空
手
有
レ憂
、
或
臨
レ
穴
有
レ恨
、
凡
如
来
舎
利
放
レ光
信
レ之
　
何
必

堅
尊
霊
遺
骨
等
　
凡
欲
レ
之
志
最
深

以
上
の
伝
記
と

『法
則
』
を
比
べ
る
と
、
『寛
記
』
は
、
遺
骨
を
拾

っ
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
『講
演
抄
』
は

『法
則
』
を

引
用
し
て
収
骨
の
有
様
を
記
し
、
さ
ら
に
遺
骨
を
瓶
に
入
れ
て
持
ち
帰

っ
た
後
の
奉
恩
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
『両
山
歴
譜
』
は
両
本

共
に
収
骨
し
た
こ
と
を
記
す
の
み
で
あ
る
が
、
日
唱
本
で
は

『寛
記
』
に
あ
る
葬
儀
の
役
配
を
記
録
し
た
の
は
妙
蓮
寺
日
応
師
で
あ
り
、

導
師
も
日
応
師
で
あ
る
と
の
記
述
に
不
審
を
示
し
て
い
る
。
日
心
本
は
、　
一
説
云
と
し
て
、
導
師
が
日
応
師
で
あ
る
と
の
説
を
引
用
し

て
い
る
。

四

聖
人
の
伝
記
書
の
中
で
、
「寛
記
』
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
は
、
日
芳
師
の

『開
祖
徳
行
記
試
評
』
に
、

今
所
レ議
開
祖
徳
行
記
者
、
両
本
山
十
二
世
精
進
院
日
厳
上
人
法
嗣
、
駿
州
岡
宮
光
長
寺
廿
四
世
準
歴
日
寛
師
、
元
禄
年
間
舎
二
於
河

内
国
三
井
邑
霊
光
堂
一而
記
二
開
祖

一
期
之
徳
行
ゝ

以
呈
二納
干
法
座
前
一実
、
人
呼
日
■
一井
縁
記
一此
謂
也
、
始
有
二
桃
井
家
系
図
・

卒
記
二
凶
礼
勤
役
一　
後
代
測
二知
師
之
高
速
一未
レ有
レ細
二此
書
ス

偶
々
世
雖
レ有
二宝
暦
刻
本
縁
起
之
残
編
一　
率
根
二抵
此
記
・枝
條
、

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察
　
―
聖
人
非
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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故
門
下
絡
徒
得
レ之
以
伝
写
流
布
、
其
益
不
レ
少
、
雖
レ然
此
記
也
、
玉
石
混
清
、
得
失
居
レ半
、
鳴
呼
惜
哉
、　
一
師
先
唱
千
古
和
レ
之
其

展
転
訛
謬
亦
不
レ
少
、
読
者
其
意
焉

と
あ

っ
て
、
流
布
し
て
い
る
も
の
の
問
題
点
が
あ
る
と
い
う
記
述
か
ら
も
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
『寛
記
』
は

『法
則
』

の
文
章
を
参
照
し
て
著
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

聖
人
の
伝
記
書
に
つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
も
の
の
全
て
が
現
存
し
て
は
い
な
い
の
で
、
写
本
の
伝
来
の
系
統
な
ど
に

つ
い
て
の
研
究
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
検
討
し
た
伝
記
書
の
筆
者
は
全
て
本
宗
大
本
山
の
貫
首
経
験
者
で
あ
る
が
、
日
芳

師
以
外
の
方
々
が
、
『法
則
』
の
よ
う
な
重
要
資
料
を
認
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
疑
間
が
生
ず
る
こ
と
と
、
『寛
記
』
が
流

布
し
た
こ
と
で
、
後
に
成
立
し
た
伝
記
書
が
そ
の
影
響
を
受
け
た
事
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

小
稿
は
、
推
論
の
考
証
過
程
に
お
い
て
大
変
粗
雑
な
も
の
で
あ
り
、
各
資
料
の
記
事
を
列
記
比
較
し
た
の
み
で
あ
る
が
、
聖
人
の
伝

記
に
関
す
る
問
題
点
の

一
つ
で
あ
る
伝
記
書
中
の
記
事
の
信
頼
性
に
つ
い
て
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

日
芳
師
が
日
寛
師
著
の
伝
記
書
を
批
判
の
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
『寛
記
』
以
後
日
芳
師
の

『開
祖
徳
行
記
試
評
』
に
至
る
ま
で
の
間

に
は
、
日
芳
師
が
参
照
す
る
に
価
す
る
伝
記
書
が
存
在
し
な
か

っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
『寛
記
』
成
立
の
元
禄
十
五
年
盆

七
〇
二
）
か
ら

『講
演
抄
』
成
立
の
文
政
十
三
年

（
一
八
三
〇
）
ま
で
の
約
百
三
十
年
間
に
新
た
な
伝
記
書
が
出
現
し
な
か
っ
た
と
考

え
る
と
、
『寛
記
』
や

『講
演
抄
』
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
前
の
聖
人
伝
研
究
の
大
勢
を
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
但
し

『寛
記
』

に
は
記
事
の
信
頼
性
に
つ
い
て
問
題
点
が
あ
り
、
『講
演
抄
』
は
広
く
資
料
を
求
め
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

今
後
、
『講
演
抄
』
の
内
容
の
精
査
と
旧
系
統
に
属
す
る
伝
記
書
の
中
に
含
ま
れ
た
伝
承
の
検
討
を
行
う
こ
と
で
、
聖
人
伝
研
究
を
進

め
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察

―
聖
人
葬
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―

別表。葬列参加者関連事項

人  名 関 連 事 項

慶乗 三井六人弟子の一人か

日倫 年表文亀 1年 2月 条

日要
宝徳 1。 12.10本尊、長禄 2.2上旬本尊、年表嘉
吉 2年条             ___

育ヒJ( 三井六人弟子の一人、水野半左衛門

亀寿丸 享徳 1.12中旬本尊

深園 長禄 3.8下旬本尊

日深 年表永享 8年 2月 条

日純 年表長禄 3年 8月 条

賞祐 三井六人弟子の一人か

本浄院日浄 年表宝徳 3年条

日澄 宝徳 3.4.2本尊、年表永享 10年条、康正 1年条

鏡像院 日盛のことか

智鏡 本能寺条々法度本尊勧請起請文 (文安 1.12.12)

金剛院 日与のことか

常住院日学 長禄 3.2上旬本尊

賞隆 三井六人弟子の一人、吉川勝十郎

日増 享徳 3.3.18本尊、年表応仁 2年 3月 2日条

年表は『法華宗年表』参照。
の意。

本尊は日隆聖人本尊授与者名註 .
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註

０
　
日
隆
聖
人
の
伝
記
書
に
つ
い
て
は
、
拙
著

『
日
隆
聖
人
略
伝
』
（昭
和
六
十
年
　
東
方
出
版
）
三
二
八
頁
以
下
参
照
。
尚
、
伝
記
書

の
中
、
翻
印
さ
れ
て
い
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
日
諄

『開
基
日
隆
大
聖
人
縁
起
』
（
興
隆
学
林
紀
要
』
創
刊
号
　
昭
和
六
十

一
年
）
日
芳

『開
祖
徳
行
記
試
評
』
翁
同
紀
要
』
二
号
　
昭
和
六
十
三
年
）
『開
祖
日
隆
大
聖
人
略
縁
起
』
翁
同
紀
要
旨
二
号
　
平
成

元
年
）
『隆
師
御
博
記
』
翁
同
紀
要
』
四
号
　
平
成
二
年
）
日
庸

『隆
師
御
縁
起
略
録
』
翁
同
紀
要
』
五
号
　
平
成
三
年
）
日
蒼

『
日

隆
大
聖
人
募
縁
誌
』
上
下

（『同
紀
要
』
六
号
　
平
成
四
年
、
『同
紀
要
』
八
号
　
平
成
八
年
）

②
　
浅
羽
三
右
衛
門
成
儀
に
よ
る
桃
井
氏
系
図
に
つ
い
て
は
、
拙
著

「日
隆
聖
人
出
自
考
」
翁
興
隆
学
林
紀
要
』
四
号
　
平
成
二
年
）

参
照
。

０
　
日
寛
師
に
よ
る
伝
記
書
は
翻
印
さ
れ
て
い
な
い
。

本
稿
で
は
、
興
隆
学
林
蔵

『隆
師
尊
縁
紀
』
（寛
保
元
年
四
月
二
日
　
要
法
院
日
享
筆
写
）
複
製
本
と

『御
葬
式
行
列
両
本
山
規
定
』

（枚
方
市
大
隆
寺
蔵
　
本
厳
寺
三
十

一
世
本
慈
院
日
譲
筆
写
）
複
製
本
を
用
い
た
。

四
　
日
芳
師

『
日
隆
大
聖
人
御

一
代
徳
行
講
演
抄
』
は
翻
印
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
興
隆
学
林
蔵

『
日
隆
大
聖
人
御

一
代
徳
行
講

演
抄
』
（原
本
高
松
市
本
覚
寺
蔵
）
複
製
本
を
用
い
た
。

Ｄ

　

『法
華
宗
法
式
作
法
要
典
』
（松
井
日
宏
編
　
昭
和
三
十
年
　
大
本
山
本
能
寺
出
版
部
）
所
収
。
本
稿
で
は
本
興
寺
蔵

「日
隆
聖
人

第
三
七
日
忌
法
則
」
の
写
真
と
対
照
し
て
引
用
し
た
。

０
　
湯
浅
吉
美
編

『
日
本
暦
日
便
覧
』
（昭
和
六
十
三
年
　
汲
古
書
院
）
参
照
。

０

　

『法
則
』
の
本
文
紹
介
と
内
容
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
に
、
泉
日
恒
著

『隆
聖
讃
仰
』
（昭
和
五
十
三
年
　
私
家
本
）
、
後
に

『泉
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日
恒
先
生
著
作
集
　
第
九
巻
門
祖
部
』
（平
成
二
年
　
泉
日
恒
先
生
著
作
集
刊
行
会
）
に
収
録
、
が
あ
る
。

０
　
本
稿
で
引
用
し
た

『両
山
歴
譜
』
は
、
日
唱
本

。
日
心
本
と
も
に
藤
井
学

・
波
多
野
郁
夫
編

『本
能
寺
史
料
　
古
記
録
篇
』
（平
成

十
四
年
　
思
文
閣
出
版
）
所
収
の
も
の
で
あ
る
。

９
　
聖
人
の
寛
正
三
年
正
月
の
行
動
を
推
測
出
来
る
資
料
の

一
つ
と
し
て
、　
一
通
の
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
色
ヶ
浜
本
隆
寺
の
帰
伏
僧

義
乗
に
隆
勝
坊
と
い
う
坊
号
を
授
与
し
た
補
任
状
で
、
寛
正
五
年
正
月
十
五
日
の
日
付
を
も
ち
、
「本
興
寺
　
日
隆
」
の
署
名
と
花
押

が
る
。
こ
の
日
付
か
ら
入
滅

一
月
前
の
時
点
で
は
本
興
寺
に
居
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
尚
、
こ
の
文
書
を
解
説
し
た
も
の
に
、
松

本
日
宗
稿

「色
の
隆
勝
坊
」
翁
法
華
信
仰
随
想
』
昭
和
五
十
七
年
　
東
方
出
版
）
が
あ
る
。

⑩

　

『講
演
抄
』
で
は
、
コ
一十
四
日
ニ
ナ
リ
ヌ
レ
ハ
剃
二碁
髪
こ

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
『法
則
』
で
は
、
「念
五
朝
御
閉
眼
之
刻
、
日

光
分
レ雨
赫
然
入
二室
内
一　
琲
琲
照
二尊
容
こ

と
あ
る
。
こ
の

「琲
跡
」
と
い
う
文
字
に
つ
い
て
は
、
諸
橋
轍
次
著

『大
漢
和
辞
典
』

（昭
和
四
十
三
年
　
大
修
館
書
店
）
に
、
「跳
」
―
な
が
い
さ
ま

（巻
十

一
―
六
九
六
頁
）
、
「琲
」
―
義
未
詳

（同
上
）
と
あ
る
。
こ

の
ま
ま
で
は
熟
語
と
し
て
の
語
義
は
不
明
で
あ
る
が
、
「髭
業
」
の
文
字
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
語
義
は
、

「発
」
は
髪
の
長
い
こ
と
、
「発
」
は
似
て
い
る

。
婦
人
の
か
み
飾
り
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
『法
則
』
の
文
は
、
窓

か
ら
の
日
光
が
猛
髪
の
伸
び
た
聖
人
の
姿
を
照
ら
し
て
い
る
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

側
　
聖
人
臨
終
時
の
資
料
と
し
て
大
本
山
本
能
寺
に
は
、
聖
人
が
臨
終
の
床
で
署
名
の
み
を
書
き
、
後
に
弟
子
の
日
明
師
が
十
界
諸
尊

を
書
き
こ
ん
だ
と
い
わ
れ
る
曼
茶
羅
本
尊
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

「文
正
元
年
如
月
」
の
年
時
に

「本
化
清
信
男
慶
祐
」
に

授
与
さ
れ
た
も
の
で
、
裏
書
に
は
、
慶
長
三
年
孟
春
良
日
に
日
善
師
が
、
「古
師
博
聞
之
通
令
書
出
」
と
し
て
次
の
記
事
が
あ
る
。

此
本
尊
者
隆
師
御
遷
化
之
瑚
　
檀
越
慶
祐
愁
鬱
之
餘
　
御
筆
申
請
度
興
所
望
之
処
　
穏
坐
而
御
判
御
名
被
レ遊
遂
御
入
滅
給
焉
　
千

愛
日
明
聖
人
慶
祐
鶯
二
年
比
信
仰
所
縁
之
師
一　
然
明
師
御
中
陰
已
後
、
末
寺
鶯
三流
布
一田
舎
有
二
下
向
一　
翌
々
年
帰
摂
臭
　
則
御

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察
　
―
聖
人
葬
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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判
之
上
十
界
形
像
之
漫
荼
羅
令
一一書
写
一　
卑
下
之
故
歎
　
自
身
之
判
無
レ
之
偉
来
也

す
な
わ
ち
檀
越
の
慶
祐
が
、
臨
終
の
席
で
聖
人
に
御
筆
蹟
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
聖
人
は
署
名
花
押
を
書
か
れ
た
後
入
滅
さ
れ
た
と

い
う
。
署
名
花
押
は
確
か
に
聖
人
の
筆
で
あ
り
、
そ
の
余
白
に
日
明
師
が
首
題
と
諸
尊
を
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
臨
終
の
席
で
の

筆
蹟
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
聖
人
晩
年
の
筆
で
あ
る
。

働

　

『寛
記
』
に
見
え
る
人
名
の
全
て
に
つ
い
て
経
歴
を
調
べ
た
が
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
他
の
資
料
に
同
じ
名
前
が
見

え
た
場
合
は
前
掲
別
表
に
記
し
た
。
ま
た
葬
列
の
構
成
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
資
料
を
見
る
と
、
『宗
祖
御
遷
化
記
録
』
翁
日
蓮
宗
宗

学
全
書
　
第
二
巻
　
興
尊
全
集
興
門
集
』
昭
和
四
十
三
年
　
山
善
房
仏
書
林
）
中
に
、
「御
葬
送
次
第
」
と
し
て
次
掲
の
内
容
が
記
さ

れ
て
い
る
。

先
火
　
一
一郎
三
郎
鎌
倉
住
人

次
大
宝
花
　
四
郎
次
郎
駿
河
国
富
士
上
野
住
人

次
幡
　
左
四
条
左
衛
門
尉
　
右
衛
門
大
夫

次
香
　
一昌
木
五
郎
入
道

次
鐘
　
大
田
左
衛
門
入
道

次
散
花
　
南
条
七
郎
次
郎

次
御
経
　
大
学
亮

次
文
机
　
一昌
田
四
郎
太
郎

次
仏
　
大
学
二
郎

次
御
は
き
も
の
　
源
内
二
郎
御
所
御
中
間
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次
御
棺
　
御
輿
也

左
　
侍
徒
公
　
治
部
公
　
下
野
公
　
蓮
花
閣
梨

前
陣
　
大
国
阿
閣
梨

右
　
出
羽
公
　
和
泉
公
　
但
馬
公
　
卿
公

左
　
信
乃
公
　
伊
賀
公
　
摂
津
公
　
白
蓮
阿
閣
梨

後
陣
　
弁
阿
閣
梨

右
　
丹
波
公
　
大
夫
公
　
筑
前
公
　
帥
公

次
天
蓋
　
大
田
二
郎
左
衛
門
尉

次
御
太
刀
　
兵
衛
志

次
御
腹
巻
　
椎
地
四
郎

次
御
馬
　
亀
王
童
　
滝
王
童

ま
た
室
町
時
代
の
貴
族
で
あ
る
東
坊
城
和
長
の
日
記

『和
長
卿
記
』
大
永
六
年

（
一
五
二
六
）
五
月
三
日
後
柏
原
天
皇
の
葬
儀
を
記

し
た
記
事
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

次
宝
輿
出
、
先
行
道
四
人
、
懸
二
燈
龍
於
肩
Ｌ
一行
、
次
僧
四
人
三
行
撃
レ
幡
前
行
、
其
次

一
僧
持
二位
牌
一前
行
、
其
大
鉢
小
鉢
銑
等
二

行
、
其
次
衆
僧
二
行
相
分
、
皆
誦
二
光
明
真
言
一前
行
、
其
次
宝
輿
、　
一
僧
指
二
懸
天
蓋
於
宝
興
・

翁
古
事
類
苑
　
礼
式
部
二
』
葬
礼

一　

仏
葬
式
の
項
参
照
。
昭
和
五
十
四
年
　
士
口
川
弘
文
館
）
前
記
の
二
つ
の
記
事
は
時
代
の
異
な

る
資
料
で
あ
る
が
、
『寛
記
』
の
葬
列
の
内
容
と
比
べ
る
と
、
葬
列
の
構
成
や
供
奉
す
る
人
々
の
奉
持
す
る
用
具
に
共
通
点
が
見
え
る

た
め
、
聖
人
の
葬
列
の
内
容
は
実
際
の
有
様
を
記
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察
　
―
聖
人
非
送
記
事
と
第
ニ
セ
ロ
恙
法
則
と
の
関
係
―
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⑩
　
本
稿
で
引
用
し
た

『
両
山
歴
譜
』
日
心
本
は
、
『本
能
寺
史
料
　
古
記
録
篇
』
所
収
の
も
の
で
あ
る
が
、
原
典
で
あ
る
本
興
寺
蔵
日

心
本
も

「
二
十
八
日
」
と
あ
る

（興
隆
学
林
蔵
写
真
版
参
照
）
。

同
　
日
芳
師

『
開
祖
徳
行
記
試
評
』
翁
興
隆
学
林
紀
要
』
二
号
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
同
冊
尾
凶
礼
執
役
之
記
云
、
妙
蓮
寺
貫
主
日
應
記
レ
之
、
十
番
善
縄
御
寺
主
ダ
　
問
此
御
寺
主
者
究
斥
二執
師
一耶
、
答
旧
説
云
、

卯
木
山
寺
主
上
人
日
應
僧
正
事
也
、
亦
、
妙
蓮
寺
歴
譜
日
、
日
應
師
三
十
二
歳
之
時
、
隆
師
入
滅
、
師
乃
下
三降
干
尼
崎
一勤
二喪
礼
導

師
ち
ヽ

今
案
是
皆
蓮
門
自
負
之
説
而
、
倶
妄
説
也
、
謂
、
師
喪
中
三
七
日
御
忌
会
法
則
云
、
（中
略
）
可
レ知
、
唱
導
師
是
京
山
日
明

上
人
、
報
緋
是
本
興
寺
主
日
禎
上
人
也
、
矧
應
師
翡
親
記
二
私
事
一局
加
二御
字
一乎
、
又
案
、
永
享
以
来
、
両
門
已
絶
交
未
レ和
、
千
レ

時
師
赴
レ滅
夫
　
姦
應
師
私
往
修
二葬
務
於
其
傍
一　
而
現
合
下
記
二勤
役
之
列
次
・者
上

ω
　
牛
窓
本
蓮
寺
蔵
、
宝
徳
三
年
如
月
二
日
　
曼
荼
羅
本
尊
に

「童
児
愛
千
代
丸
　
僧
日
澄
」
と
あ
り
、
本
能
寺
文
書
中

「牛
窓
本
蓮

寺
縁
起
略
伝
」
翁
本
能
寺
史
料
　
西
国
末
寺
篇
』
四
二
号
文
書
）
に

Ｆ
一祖
日
澄
上
人
者
豊
異
人
乎
、
愛
千
代
丸
是
也
」
と
あ
り
、
「牛

窓
本
蓮
寺
末
寺
御
改
書
上
」
（同
前
四
三
号
文
書
）
に

「
二
世
日
澄
上
人

（中
略
）
御
授
之
御
本
尊
二
日
、
童
子
愛
千
代
丸
僧
日
澄
」

と
あ

っ
て
二
人
を
同

一
人
と
し
て
い
る
。

問

　

『寛
記
』
は
元
禄
十
五
年

（
一
七
〇
三
）
の
成
立
で

『試
評
』
は
文
化
八
年

（
一
八

一
一
）
の
成
立
で
あ
る
た
め
、
両
書
の
間
に

は
百
九
年
の
時
が
流
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
伝
記
書
に
つ
い
て
日
芳
師
は
、
宝
暦
十
三
年

（
一
七
六
三
）
に
出
版
さ
れ
た
両
本
山
第

四
十
八
世
日
憲
師
に
よ
る
伝
記
書
を

「宝
暦
年
中
開
板
御
縁
起
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
こ
の
版
本
は
絶
版
に
な

っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
註
０
引
用
拙
著
二
三
二
頁
参
照
。
ま
た
享
保
六
年

（
一
七
二

一
）
両
本
山
四
十
世
と
な

っ
た
日
仁
師
は
、
『寛
記
』
の

写
本
で
あ
る

『御
葬
式
行
列
両
本
山
規
定
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
書
き
込
み
を
残
し
て
い
る
。

此
御
縁
起
為
二信
心
一令
二
開
板
一度
趣
檀
方
書
卑
ョリ
己
前
内
證
尋
事
ァリ
信
者
取
次
也
　
予
云

一
向
無
用
也
此
分
一チ
外
出
令
レ
見
時
者
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他
不
二
得
心
一事
多
有
レ
之

　

（中
略
）
然
為
レ称
二其
徳
一却
令
レ成
二
誹
謗
一
（中
略
）
永
代
開
板
之
事

一
向
無
用
可
レ被
レ定
　
門
外
不
出

書
被
二極
置
一可
レ余
也

こ
れ
は
信
徒
か
ら

『寛
記
』
の
出
版
を
要
請
さ
れ
た
が
、
内
容
を
見
た
も
の
が
誤
解
を
生
ず
る
の
で
永
代
出
版
し
て
は
い
け
な
い
と

の
意
味
で
、
当
時
の
宗
門
上
層
部
の
人
々
が
、
聖
人
の
伝
記
を
知
る
こ
と
で
門
下
僧
侶
や
信
者
に
門
祖
に
対
す
る
誤
解
を
与
え
る
可

能
性
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が
、
聖
人
の
伝
記
を
研
究
す
る
動
き
を
止
め
た
可
能
性
も
あ
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

〈キ
ー
ワ
ー
ド
）
日
隆
伝
、
三
七
日
忌
法
則
、
両
山
歴
譜
、
徳
行
講
演
抄
、
三
井
寛
記

日
隆
聖
人
伝
奇
料
の
一
考
察

―
聖
人
葬
送
記
事
と
第
二
七
日
恙
法
則
と
の
関
係
―
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